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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】容器本体の縁部に螺着する蓋部材と、蓋部材の
上部に設ける回転部材とが簡単に分離できて、洗浄の際
などに便利で衛生的なタンブラーを提供する。
【解決手段】合成樹脂製の外側容器と内側容器とからな
る容器本体１４と、容器本体の縁部１４ａに着脱自在に
螺着する蓋部材１５と、蓋部材の上部に沿って回転し切
欠き部分を有する回転部材１６とを備えるタンブラー１
１であって、蓋部材は、中央部に凹部１８を有し、凹部
の底に第１磁石１９が設けられると共に、飲み口２０と
、ストッパー用突起２１と、空気孔２２とが設けられ、
回転部材の下面には、中央部に凹部へ挿着する凸部を有
し、凸部の先端に第２磁石が設けられると共に、飲み口
を閉塞する栓部と、ストッパー用突起に当接するストッ
パー部と、空気孔を閉塞する突起部とが少なくとも設け
られ、回転部材を回転して、切欠き部分から蓋部材の飲
み口を出現させる構成である。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　合成樹脂製の外側容器と内側容器とからなる容器本体と、該容器本体の縁部に着脱自在
に螺着する蓋部材と、該蓋部材の上部に沿って回転し切欠き部分を有する回転部材とを備
えるタンブラーであって、
　前記蓋部材は、中央部に凹部を有し、該凹部の底に第１磁石が設けられていると共に、
飲み口と、ストッパー用突起と、空気孔とが少なくとも設けられており、
　前記回転部材の下面には、中央部に前記凹部へ挿着する凸部を有し、該凸部の先端に第
２磁石が設けられていると共に、前記飲み口を閉塞する栓部と、前記ストッパー用突起に
当接するストッパー部と、前記空気孔を閉塞する突起部とが少なくとも設けられており、
　前記回転部材を回転して、前記切欠き部分から前記蓋部材の前記飲み口を出現させる構
成であること
　を特徴とするタンブラー。
【請求項２】
　前記蓋部材には、前記回転部材を回転したときに前記ストッパー部及び前記栓部が摺動
状態で移動して、当該回転部材を僅かに持ち上げるためのテーパー状段部が形成されてい
ること
　を特徴とする請求項１に記載のタンブラー。
【請求項３】
　前記外側容器と前記内側容器とは、ストレートな形状に形成され、少なくとも当該外側
容器は、透明に形成されていること
　を特徴とする請求項１に記載のタンブラー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、容器本体の縁部に螺着する蓋部材と、蓋部材の上部に設ける回転部材とが簡
単に分離できて、洗浄の際などに便利で衛生的なタンブラーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のタンブラーとしては、次のような構成のものが知られている。このタンブラーは
、合成樹脂製の容器本体と、容器本体の上部に着脱自在に螺着する蓋体と、蓋体の上部に
沿って回転スライドするスライド板とから構成される（特許文献１参照）。
【０００３】
　スライド板の下部には、一対の支持片が弾性を有して設けられており、支持片には、係
止用の突起が形成されている。また、蓋体には、支持片を挿入する支持孔が設けられてい
る。そして、支持片を支持孔に挿入して、突起を支持孔の縁部に係止させることによって
、蓋体の上にスライド板を回転スライド自在に取り付ける構造である。
【０００４】
　このような構成のタンブラーは、スライド板を回転スライドさせて、蓋体の飲み口を出
現させて使用する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第３２１００００号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　この従来例のタンブラーにおいては、支持片の突起を支持孔の縁部に係止させて、スラ
イド板を蓋体に取り付ける構造なので、スライド板と蓋体とをスムーズに分離できない構
造である。
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　この場合、スライド板と蓋体とを分離するには、指で一対の係止片を摘まんで、突起を
縁部から離した状態で、スライド板を上方に引き上げる動作が必要であり、洗浄時等には
その動作が繁雑で面倒であるという問題点を有している。
　また、スライド板と蓋体とを分離せずに洗浄を行うのであれば、両者の間の汚れを完全
に落とすことが難しく、非衛生であるという問題点を有している。
【０００７】
　一方、容器本体の表面は、無地、あるいは模様等が描かれた状態で販売されるが、その
容器本体の表面を好みのデザインに変更することは実質的に無理であるという問題点を有
している。
【０００８】
　従って、従来例におけるタンブラーにおいては、スライド板と蓋体とを簡単に分離でき
て、洗浄し易く衛生的であることと、容器本体を好みのデザインに変更できることとに解
決しなければならない課題を有している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記従来例の課題を解決するための本考案の要旨は、合成樹脂製の外側容器と内側容器
とからなる容器本体と、該容器本体の縁部に着脱自在に螺着する蓋部材と、該蓋部材の上
部に沿って回転し切欠き部分を有する回転部材とを備えるタンブラーであって、前記蓋部
材は、中央部に凹部を有し、該凹部の底に第１磁石が設けられていると共に、飲み口と、
ストッパー用突起と、空気孔とが少なくとも設けられており、前記回転部材の下面には、
中央部に前記凹部へ挿着する凸部を有し、該凸部の先端に第２磁石が設けられていると共
に、前記飲み口を閉塞する栓部と、前記ストッパー用突起に当接するストッパー部と、前
記空気孔を閉塞する突起部とが少なくとも設けられており、前記回転部材を回転して、前
記切欠き部分から前記蓋部材の前記飲み口を出現させる構成である。
【００１０】
　また、前記蓋部材には、前記回転部材を回転したときに前記ストッパー部及び前記栓部
が摺動状態で移動して、当該回転部材を僅かに持ち上げるためのテーパー状段部が形成さ
れていること、；
　前記外側容器と前記内側容器とは、ストレートな形状に形成され、少なくとも当該外側
容器は、透明に形成されていること、；
　を含むものである。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案に係るタンブラーによれば、回転部材の凸部を蓋部材の凹部に挿入し、第１磁石
と第２磁石とを磁着することによって、蓋部材の上部に回転部材を取り付ける。
　つまり、蓋部材と回転部材とは、第１磁石と第２磁石とを磁着して取り付けるので、そ
の分離は両者を引き離すだけでスムーズに行え、洗浄の際などに便利で衛生的であるとい
う優れた効果を奏する。
【００１２】
　蓋部材には、回転部材を回転をしたときにストッパー部及び栓部が摺動状態で移動して
、当該回転部材を僅かに持ち上げるためのテーパー状段部が形成されていることによって
、回転部材を回転したときに、当該回転部材が僅かに持ち上がって摩擦抵抗が軽減される
こととなり、その結果、回転動作がスムーズになるという優れた効果を奏する。
【００１３】
　外側容器と内側容器とは、ストレートな形状に形成され、少なくとも当該外側容器は、
透明に形成されていることによって、外側容器が透明なので、外側容器と内側容器との間
に好みのデザイン台紙を収納して、視覚的に楽しむことができる。
　その場合、外側容器と内側容器とがストレートな形状なので、長方形状のデザイン台紙
が収納できる。つまり、デザイン台紙を特殊な形状に形成する必要がなく、その作製が誰
にでも簡単に行えるという種々の優れた効果を奏する。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本考案に係るタンブラーの斜視図である。
【図２】外側容器と内側容器と蓋部材と回転部材とを分離して示す斜視図である。
【図３】容器本体と蓋部材と回転部材とを分離して示す斜視図である。
【図４】容器本体と蓋部材と回転部材とを分離して示す斜視図である。
【図５】蓋部材及び回転部材の要部を拡大して示す斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本考案の実施の形態について図面を参照しながら説明する。まず、図１及び図２
において、符号１１はタンブラーを示し、このタンブラー１１は、合成樹脂製の外側容器
１２と内側容器１３とからなる容器本体１４と、容器本体１４の縁部１４ａに着脱自在に
螺着する蓋部材１５と、蓋部材１５の上部に沿って回転可能な回転部材１６とから構成さ
れる。
【００１６】
　容器本体１４は、図２に示すように、透明でストレートな形状な外側容器１２と内側容
器１３とからなる。即ち、外側容器１２の上部の内周には、雌ネジ部１２ａが形成され、
内側容器１３の上部近傍の外周には、雄ネジ部１３ａが形成されており、雌ネジ部１２ａ
と雄ネジ部１３ａとをパッキン１７を介在させて螺着して、二重構造の容器本体１４を形
成している。
【００１７】
　このように、外側容器１２が透明なので、図１に示すように、外側容器１２と内側容器
１３との間に好みのデザイン台紙を収納して、視覚的に楽しむことができる。
　また、外側容器１２と内側容器１３とがストレートな形状なので、長方形状のデザイン
台紙が収納できる。つまり、デザイン台紙を特殊な形状に形成する必要がなく、その作製
が誰にでも簡単に行えるのである。
【００１８】
　蓋部材１５は、その内周に図示しない雌ネジ部が形成されており、この雌ネジ部と、内
側容器１３の上部の外周に形成した雄ネジ部１３ｂとをパッキン２９を介在させて螺着す
ることによって、容器本体１４の縁部１４ａに蓋部材１５を着脱自在に設けている。
【００１９】
　また、蓋部材１５は、図５に示すように、中央部に凹部１８を有しており、凹部１８の
底に第１磁石１９が設けられている。また、蓋部材１５には、飲み口２０と、ストッパー
用突起２１と、空気孔２２とが設けられている。また、飲み口２０の近傍には、テーパー
状段部３０が形成されている。
【００２０】
　回転部材１６は、図５に示すように、その一部に切欠き部分２３を有する。また、回転
部材１６の下面側には、中央部に凸部２４を有し、凸部２４の先端に第２磁石２５が設け
られている。凸部２４は、蓋部材１５の凹部１８に挿着する部位であり、第２磁石２５は
、凹部１８の第１磁石１９と磁着させる部位である。
【００２１】
　また、回転部材１６の下面側には、飲み口２０を閉塞する栓部２６と、ストッパー用突
起２１に当接するストッパー部２７と、空気孔２２を閉塞する突起部２８とが設けられて
いる。
【００２２】
　このような構造の蓋部材１５と回転部材１６とは、通常は、栓部２６が飲み口２０を閉
塞しており、また、突起部２８が空気孔２２を閉塞している。従って、誤ってタンブラー
１１を倒しても、内部の飲料が漏れ出すことはない。
【００２３】
　そして、蓋部材１５を、図３に示す矢印方向に回転することにより、ストッパー部２７
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がる。このように回転部材１６が僅かに持ち上がることにより摩擦抵抗が軽減されて、回
転動作がスムーズになる。
【００２４】
　そして、回転部材１６のストッパー部２７が、ストッパー用突起２１に当接して回転が
ストップする。このとき、回転部材１６の切欠き部分２３から、蓋部材１５の飲み口２０
が出現している（図４参照）。
【００２５】
　以上のように構成されるタンブラー１１は、回転部材１６の凸部２４を蓋部材１５の凹
部１８に挿入し、第１磁石１９と第２磁石２５とを磁着することによって、蓋部材１５の
上部に回転部材１６を取り付ける。
　つまり、蓋部材１５と回転部材１６とは、第１磁石１９と第２磁石２５とを磁着して取
り付けるので、その分離は両者を引き離すだけでスムーズに行え、洗浄の際などに便利で
衛生的である。
【符号の説明】
【００２６】
　１１　タンブラー
　１２　外側容器
　１２ａ雌ネジ部
　１３　内側容器
　１３ａ雄ネジ部
　１３ｂ雄ネジ部
　１４　容器本体
　１４ａ縁部
　１５　蓋部材
　１６　回転部材
　１７　パッキン
　１８　凹部
　１９　第１磁石
　２０　飲み口
　２１　ストッパー用突起
　２２　空気孔
　２３　切欠き部分
　２４　凸部
　２５　第２磁石
　２６　栓部
　２７　ストッパー部
　２８　突起部
　２９　パッキン
　３０　テーパー状段部
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